
平成27年９月９日提出

長野県都市計画審議会長

27都第220号

平成27年８月26日

長野県都市計画審議会長　様

長　野　県　知　事

議第３号

飯綱都市計画区域における都市計画区域の変更に伴う用途地域の指定の

ない区域内の容積率、建ぺい率及び建築物の各部分の高さの制限を定め

る区域及び数値の決定について

飯綱都市計画区域における都市計画区域の変更に伴う用途地域の指定の

ない区域内の容積率、建ぺい率及び建築物の各部分の高さの制限を定め

る区域及び数値の決定について

　このことについて、建築基準法第52条第１項第７号、第53条第１項第６号並びに第

56条第１項第１号別表第３（に）欄５及び同項第２号ニの規定により、次のように審

議会に付議します。
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飯綱都市計画区域における都市計画区域の変更に伴う用途地域の指定のない

区域内の容積率、建ぺい率及び建築物の各部分の高さの制限を定める区域及

び数値の決定について 
 

 

 

建築基準法の規定に基づき、飯綱都市計画区域における都市計画区域の変更に伴う用

途地域の指定のない区域の建築形態制限値について、土地利用の状況等を考慮して次の

とおり定めます。 

 

 

決定する区域 

容積率 

(建築物の 

延べ面積の

敷地面積に

対 す る 割

合) 

建ぺい率 

(建築物の 

建築面積の

敷地面積に

対 す る 割

合) 

建築物の各部分の高さ制限 
 
前面道路の

反対側の境

界線までの

水平距離に

乗ずる数値 

 
隣地境界線

までの水平

距離に乗ず

る数値 

飯綱都

市計画

区域の

うち用

途地域

の指定

のない

区域 

 

別図により 

定める区域 

[自然景観保持区域] 

(面積 1,520.3ha) 

10 分の 5 10 分の 3 1.25 1.25 

別図により 

定める区域 

[田園・既存集落区域] 

(面積 1,968.2ha) 

10 分の 10 10 分の 6 1.25 1.25 

別図により 

定める区域 

[旧市街地区域] 

(面積 28.1ha) 

10 分の 20 10 分の７ 1.5 1.25 
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